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公定価格における地域区分に関する対応

➢ 国として統一的かつ客観的なルールの必要性及び他の社会保障分野の制度との整合性（国家公務員・地方
公務員の支給割合の地域区分に準拠する必要）

➢ 県境等を中心とした隣接した市町村等の級地格差への対応
※ 都道府県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、
一部では県外の隣接する市町村との差が現行よりも拡大するという状況が見られる。

➢ 介護報酬改定の地域区分の見直し内容を踏まえて設定している、従前の補正ルールの取扱い

検討に当たっての留意点

➢ 令和７年４月からの見直しは実施せず、引き続き見直し方法について丁寧に議論を進めていく。

今後の対応予定

〇 本年８月８日に令和６年人事院勧告において、以下の内容が示された。

・ 地域手当の級地区分の設定について、現在市町村ごととしているものを都道府県を基本とするよう見直す
とともに、１級地 20％～７級地３％の７区分であったものを１級地 20％～５級地４％の５区分に見直す。

人事院勧告による見直し内容
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人事院勧告の内容（地域手当部分抜粋）

出典：https://www.jinji.go.jp/content/000005212.pdf 2
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人事院勧告の内容（地域手当部分抜粋）

出典：https://www.jinji.go.jp/content/000005212.pdf 3
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国会における質疑

令和６年10月８日（火）参議院本会議

〇西田実仁君 公明党の西田実仁です。（略）
保育の公定価格の地域区分見直しについて伺います。
これまでも公明党は、保育士の処遇改善を一貫して主張し、この十年で二三％アップし、全体とし

ては改善してまいりました。
そうした中、今年八月の人事院勧告により、国家公務員の給与に係る地域手当について、地域ごと

の賃金水準格差を是正するため、これまでの市町村ごとの設定を都道府県ごとに広域化するという地域
区分の見直しが決定いたしました。
一方、これまで人事院勧告に準拠してきた保育の公定価格の地域区分については、今回の勧告を踏

まえると、例えば、東京二十三区と隣接する他県の市町村との間にある賃金格差が広がり、都市部に人
手が流れてしまうことが懸念されています。
こうした事態を解消するため、政府はどのように対策を講じるのか、総理の答弁を求めます。

〇内閣総理大臣（石破茂君） （略）保育の公定価格の地域区分についてであります。
保育の公定価格の地域区分につきましては、公務員の地域手当における地域区分に準拠することを

基本としながら、ほかの社会保障分野の制度との整合性を踏まえて改正をしてきておるところでありま
す。
本年八月に示された令和六年人事院勧告を踏まえた保育の地域区分の対応につきましては、都道府

県単位に広域化することで県内の隣接する市町村との不均衡の解消が図られる一方で、一部では県外の
隣接する市町村との差が現行よりも拡大することを踏まえつつ、自治体を始めとする関係者の御意見を
伺い、ほかの社会保障分野の動向なども見ながら、引き続き丁寧に議論を進めてまいります。
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○ 子ども・子育て支援新制度における公定価格の「地域区分」については、
①国として統一的かつ客観的なルールの必要性
②他の社会保障分野の制度との整合性
などを踏まえ、地域ごとの民間の給与水準を反映させている国家公務員・地方公務員の地域手当の支給割合の地域
区分（平成27年度施行）に準拠し、20％～0％の間で８区分に設定している。

・国家公務員の地域手当は、国の官署が所在する地域の民間の賃金水準（賃金構造基本統計調査による10か年の平均賃金指数）を用い
て支給地域を決定（１～７級地）※
※国家公務員の地域手当の支給地域は、人事院規則の規定により10年を基本に見直すこととされている（次回見直しは令和７年度を予定）。

・国の官署がない地域には、総務省が指定する地方公務員の地域手当の支給地域等を用いて決定

＜地域手当の支給基準＞ ＜子ども・子育て支援新制度の地域区分＞
賃金指数93.0（10か年平均）以上の地域（人口５万人以上の市）を指定。
賃金指数が特に高い東京都特別区は、１級地（２０％）とする。

（注）10か年平均賃金指数は、平成15年～平成24年賃金構造基本統計調査（厚生労働省）
                の特別集計結果による所定内給与額の地域差指数（全国平均＝100）により算出

（参考）公務員の地域手当の区分の設定基準

級地区分 支給割合 10か年平均賃金指数

２級地 １６％ １０９．５以上

３級地 １５％ １０６．５以上～１０９．５未満

４級地 １２％ １０４．０以上～１０６．５未満

５級地 １０％ １０１．０以上～１０４．０未満

６級地 ６％ ９７．５以上～１０１．０未満

７級地 ３％ ９３．０以上～ ９７．５未満

地域区分

20/100地域（１級地に対応）

16/100地域（２級地に対応）

15/100地域（３級地に対応）

12/100地域（４級地に対応）

10/100地域（５級地に対応）

6/100地域（６級地に対応）

3/100地域（７級地に対応）

その他地域（無支給の地域に対応）

子ども・子育て支援新制度の公定価格における地域区分について
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〇 地域区分の在り方については、施行後５年の見直しに係る対応方針において、統一的かつ客観的なルールによる
ことが必要であり、国家公務員及び地方公務員の地域手当の支給割合に係る地域区分に準拠して設定するという基
本的な考え方を維持すべきとされたことを踏まえて検討することが必要。

〇 他の社会保障分野の制度との整合性の観点も必要であり、令和３年度介護報酬改定の方向性を踏まえ、今後、財
源の確保とあわせて地域区分の見直しについて検討。

〇 隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分差が大きい場合について課題として指摘されているが、
地域手当が地域民間給与の適切な反映を目的とする手当であることや、他の社会保障分野における特例（補正ルー
ル）との整合性を踏まえつつ、引き続き検討。あわせて、必要となる財源の確保についても検討。その際、保育士
等の確保に向けた支援についても議論。

〇 令和元年12月の子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針において、地域区分の在り方につ
いては引き続き検討すべきとされたことを踏まえ、令和２年６月及び12月開催の子ども・子育て会議において議論。

〇 令和２年４月に全自治体を対象に実施した地域区分の在り方に関する調査では、都道府県では６割超が、市町村
では９割超が、「特に見直しの必要はない」と回答。

〇 子ども・子育て会議では、委員から主に①の意見が出されたが、一部委員からは②の意見も出されている。
① 統一的かつ客観的なルールや他の社会保障分野の動向等を踏まえるべきではないか
② 隣接地域や同一の生活圏を構成する周辺地域との地域区分差に配慮すべきではないか

子ども・子育て会議におけるこれまでの議論

今後の検討の方向性（R2.12.1開催・第54回子ども・子育て会議）

地域区分の在り方に関する子ども・子育て会議における議論
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〇 令和３年度介護報酬改定の地域区分の見直し内容を踏まえ、現在の補正ルール適用後の地域区分を前提に、隣接する
地域の状況に基づく補正ルールを新たに追加する。

・栃木県足利市：０％→３％
・群馬県昭和村：０％→３％
・千葉県栄町： ６％→15％
・千葉県神崎町：０％→６％
・東京都東久留米市：12％→15％
・東京都奥多摩町：６％→10％

・山梨県韮崎市：０％→３％
・山梨県富士川町：０％→３％
・長野県青木村：０％→３％
・長野県山形村：０％→３％
・岐阜県山県市：０％→３％
・岐阜県富加町：０％→３％

【新たな補正ルール③】 【新たな補正ルール④】対象市町村一覧
・愛知県一宮市：３％→６％
・滋賀県近江八幡市：０％→３％
・京都府井出町：３％→６％
・京都府南山城村：３％→６％
・大阪府四條畷市：６％→10％
・岡山県瀬戸内市：０％→３％

・広島県大竹市：０％→３％
・広島県北広島町：０％→３％
・山口県和木町：０％→３％
・香川県東かがわ市：０％→３％
・福岡県糸島市：６％→10％
・佐賀県基山町：０％→３％

・千葉県神崎町：０％→６％
・千葉県多古町：０％→３％
・岐阜県瑞浪市：０％→３％
・岐阜県恵那市：０％→３％
・愛知県設楽町：０％→３％

（その他）
０％
→３％

（４級地）
１２％

６％ ０％

３％

４級地差

・公務員の地域手当の設定の有無にかか
わらず

・同一都道府県内で高い地域区分の地域
に全て囲まれている場合

→同一都道府県内の囲まれている地域の
うち最も近い区分まで引き上げ

・公務員の地域手当の設定がない地域
・現在の補正ルール適用後の地域区分を前
提に、当該地域よりも高い地域区分の地
域が複数隣接しており、かつ、その中に
４級地以上の級地差がある地域が含まれ
ている場合

→当該地域よりも高い隣接地域のうち、最
も近い区分まで引き上げ

【新たな補正ルール③】（対象市町村：24市町村） 【新たな補正ルール④】（対象市町村：５市町）

【補正ルール①（平成２７年度～）】 【補正ルール➁（令和２年度～）】
現在の公定価格における補正ルール（公務員の地域手当の地域区分をベースに補正）

令和６年度からの新たな補正ルール（補正ルール①②を反映後の地域区分をベースに補正）

・公務員の地域手当の設定がない地域
・地域手当の設定がある地域に囲まれて
いる又は複数隣接する場合

→地域手当の設定がある地域のうち最も
近い区分まで引き上げ

・公務員の地域手当の設定がある地域
・当該地域の地域区分よりも地域手当の支
給割合の高い地域に囲まれている場合

→囲まれている地域のうち最も近い区分
まで引き上げ

３％
→６％

１０％

６％ １２％

１２％

０％
→３％

３％

０％ １０％

６％

３％
→10％

１６％

１２％ ３％

１０％
A県 A県

A県 B県
※左の事例では、B県の地域を除いて、
高い地域に囲まれているかを判断

新しい補正ルールの追加

公定価格における補正ルール
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